
瀬戸市福祉事務所規則をここに公布する。  

平成３０年３月２９日 

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

瀬戸市規則第１１号 

瀬戸市福祉事務所規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、瀬戸市福祉事務所条例（昭和４７年瀬戸市条例第８

号。以下「条例」という。）に規定する瀬戸市福祉事務所（以下「福祉

事務所」という。）の所管、組織及び事務分掌等に関し、必要な事項を

定めるものとする。  

（所管） 

第２条 福祉事務所は、瀬戸市事務分掌条例（平成１７年瀬戸市条例第２

６号。以下「事務分掌条例」という。）第１条に規定する健康福祉部が

所管する。  

 （組織）  

第３条 福祉事務所の事務を分掌させるため、次の課及び室を置く。  

 ⑴ 社会福祉課  

 ⑵ 高齢者福祉課  

 ⑶ こども未来課  

 ⑷ 保育課  

 ⑸ 家庭児童相談室  

 （所掌事務）  

第４条 前条に規定する課及び室における事務分掌は、別表のとおりとす

る。 

 （職員）  



第５条 福祉事務所に所長を置く。  

２ 福祉事務所の課に、課長及び必要な職員を置き、家庭児童相談室に室

長及び必要な職員を置く。  

第６条 所長は、事務分掌条例第１条に規定する健康福祉部の部長の職に

ある者をもって充てる。  

２ 課長及び室長は、瀬戸市行政組織規則（平成１７年瀬戸市規則第３９

号）に規定する機関のうち、次に掲げる機関の課長又は公所長の職にあ

る者をもって充てる。  

 ⑴ 社会福祉課  

 ⑵ 高齢者福祉課  

 ⑶ こども未来課  

 ⑷ 保育課  

 ⑸ 家庭児童相談室  

３ 職員は、前項各号に掲げる機関の職員をもって充てる。  

 （職務）  

第７条 所長は、市長の命を受け、福祉事務所の事務を掌理し、職員を指

揮監督する。  

２ 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督

する。  

３ 室長は、上司の命を受け、家庭児童相談室の事務を掌理する。  

 （専決） 

第８条 専決事項は、瀬戸市決裁規程（昭和３７年瀬戸市訓令第１号）を

準用する。この場合において、「部長」とあるのは「所長」と読み替え

るものとする。  

 （補足）  



第９条 この規則に定めるもののほか、事務の執行及び職員の服務に関し

必要な事項は、瀬戸市文書取扱規程（平成１３瀬戸市訓令第４号）等、

瀬戸市におけるそれぞれの規則その他の訓令を適用する。  

附 則 

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。  

別表（第４条関係）  

課及び室  事務分掌  

社会福祉課  １  身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第

９条第５項に規定する業務に関すること。  

２  知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第９

条第５項に規定する業務に関すること。  

３  瀬戸市福祉事務所長委任規則（昭和第６２年規則第

３号。以下「委任規則」という。）第２条、第２条の

２、第３条第１号、第３条の２、第４条及び第５条か

ら第７条までに掲げる事務に関すること。  

４ 市の機関との連絡に関すること。  

５ 福祉事務所の庶務に関すること。  

高 齢 者 福 祉

課 

１  老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第５条の

４第２項に規定する業務に関すること。  

２ 委任規則第８条に掲げる事務に関すること。  

こ ど も 未 来

課 

母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１

２９号）第９条に規定する業務に関すること。  

保育課  委任規則第３条第４号から第７号までに掲げる事務に

関すること。  



家 庭 児 童 相

談室 

１  配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関す

る法律（平成１３年法律第３１号）第８条の３（同法

第２８条の２において準用する場合を含む。）に規定

する自立支援に関すること。  

２  委任規則第３条第２号、第３号及び第８号に掲げる

事務に関すること。  

 


